
 
臨床医学委員会分科会の設置について 

 
分科会等名：移植・再生医療分科会   
 

１ 所属委員会名

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印を

付ける。） 

臨床医学委員会 

２ 委員の構 成 １５名以内の会員又は連携会員 
３ 設 置 目 的  臓器移植法が改正され、徐々に脳死下臓器提供が増加してき

ているが、いまだに先進国に比して少ない。その原因は、日

本の移植医療の立ち遅れ、日本人特有の倫理観、加えて潜在

的ドナーが顕在化せず、臓器提供の選択肢が呈示されないこ

とにあると考えられる。臓器移植法で扱われていない皮膚、

心臓弁、血管、骨・靭帯、膵島、気管・気管支、網膜、羊膜

（卵膜）、歯（歯髄）といった組織の移植医療については実

施の根拠となる法律が整備されていない。一方再生医療にお

ける各種法や体制の整備については政府行政が行ってきた。

承認された再生医療等製品の数も年々増えつつあるが、国際

的競争力をより高めていくためには、これらの枠組みの見直

しやより柔軟な運用も必要となってきている。 
本分科会において、いまだ達成されていない問題点を最新の

情報・状況を踏まえあらためて浮き彫りにし、誰がなにをす

るべきであるのかを明確にすることにより、それらの解決法

を多角的な視点から提案することが重要と考えられる。 
４ 審 議 事 項  １．脳死者からの臓器提供システムを円滑に進める方策  

２．実用可能な再生医療の定着に向けた方策  
に係る審議に関すること 

５ 設 置 期 間  令和２年 10 月 29 日～令和５年９月 30 日 
６ 備    考 ※事実上２４期からの継続 

 
 


